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４．⾷品等流通調査
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⾷品等流通調査の概要①

（定義）
第⼆条 【略】
２・３ 【略】
４ この法律において「⾷品等の取引の適正化」とは、⾷品等の取引が適正に⾏われるようにするために⾏う⾷品等の取引条件の改善
その他の措置をいう。

⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成三年法律第五⼗九号）

（⾷品等流通調査）
第⼆⼗七条 農林⽔産⼤⾂は、⾷品等の取引の適正化のため、⾷品等の取引の状況その他⾷品等の流通に関する調査（以下
「⾷品等流通調査」という。）を⾏うものとする。

２ 卸売市場法（昭和四⼗六年法律第三⼗五号）第四条第六項に規定する中央卸売市場⼜は同法第⼗三条第六項に規定
する地⽅卸売市場を開設する者は、農林⽔産⼤⾂の⾏う⾷品等流通調査に対して協⼒するため、農林⽔産省令で定めるところに
より、その保有する情報であって⾷品等の取引の状況その他⾷品等の流通に関するものを提供するよう努めるものとする。

３ 農林⽔産⼤⾂は、⾷品等流通調査を⾏うため必要があると認めるときは、関係⾏政機関及び⾷品等流通事業者その他の関係
事業者に対し、必要な協⼒を求めることができる。

４ 関係⾏政機関及び⾷品等流通事業者その他の関係事業者は、前項の規定により協⼒を求められたときは、その求めに応ずるよう
努めるものとする。

（⾷品等流通調査に基づく措置）
第⼆⼗⼋条 農林⽔産⼤⾂は、⾷品等の取引の適正化のため、⾷品等流通調査の結果に基づき、⾷品等流通事業者に対する指
導及び助⾔、⾷品等の流通に関する施策の⾒直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

（公正取引委員会への通知）
第⼆⼗九条 農林⽔産⼤⾂は、⾷品等の取引に関し、不公正な取引⽅法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員
会に対し、その事実を通知するものとする。
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⾷品等流通調査の概要②

 ⾷品等の取引の適正化を図るため、流通段階における取引実態の具体的な調査・把握・分析を⾏い、これに基づき⾷
品等流通事業者に対する指導・助⾔、調査結果の公表等を実施。

 不公正な取引の事実があった場合には、公正取引委員会へ通知。

【 ⽬ 的 】

【 対 象 】

⼩売業 量販店、ドラッグストア、ホームセンター、
ディスカウントストア、⾷品スーパー 等

中⾷・外⾷業 弁当、惣菜、給⾷等の中⾷業者
回転寿司、焼⾁、麺類等の外⾷業者

卸売市場
関係業

卸売業者・仲卸業者（⻘果、⽔産物、⾷⾁、
花き）

⾷品卸売業 ⼩売業・外⾷・給⾷・製造業向けの⾷品卸売
業者

⾷品製造業 ⾖腐、納⾖、パン、麺類、菓⼦等の製造業者

⽣産 農畜⽔産物の⽣産者

【 内 容 】

通報調査

相談ダイヤル
（⾷品流通課内）

個別の通報事案に応
じて事業者・事業者
団体からのヒアリング等
を実施相談受付サイト

（農林⽔産省HP）

テーマ調査

 経済産業省・公正取引委員会と協
議し、特定の業界や品⽬に広がりが
ある課題を年間テーマとして⼀つ選定

 年間テーマについて関連事業者・団
体からヒアリング等を実施
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農業者団体８団体、⾷品製造事業者13社、卸売業者10社、仲卸業者9社、⾷品卸事業者15社、⼩売事業者
（ドラッグストア含む。）25社、物流事業者６社、包装資材事業者4社の合計90の事業者に対して調査を
⾏った。調査⽅法としては対⾯およびWEBでのヒアリング調査（80社）、ヒアリングが難しい事業者から
は⽂書での回答（10社）をいただいた。

調査期間︓令和４年７⽉〜令和５年３⽉

【ヒアリング調査を⾏った業態（括弧内は⽂書回答数で内数）】

ヒアリング実施状況

調査趣旨
新型コロナウイルス感染症による国⺠⽣活や経済への影響は依然として続いている中で、ロシアによるウク

ライナ侵攻等の影響により、世界規模で不確実性が⾼まり、原油や穀物等の国際価格は⾼い⽔準で推移して
いるとともに、円安の進⾏により原油をはじめとするエネルギーコストや原材料価格の更なる上昇が懸念さ
れる状況である。

また、上記に加え、令和３年度調査の「原材料費、物流費等の⾼騰を理由とした価格転嫁への対応について
は課題が残っている。」という調査結果を踏まえ、令和４年度は特に、「パートナーシップによる価値創造
のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、原油をはじめとするエネルギーコストや原材料価格の上昇
分の転嫁の取引実態の把握を中⼼に⾏うこととした。

令和４年度ヒアリング調査について

農業者
団体

⾷品製造
事業者

卸売
業者

仲卸
業者

⾷品卸
事業者

⼩売
事業者

物流
事業者

包装資材
事業者

8 13（2） 10 9 15 25（4） 6（4） 4

【ヒアリング調査を⾏った業態（括弧内は⽂書回答数で内数）】
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全体総括①

 ⾷品等流通調査は、本年度で４回⽬である。本年度は、新型コロナウイルス感染症による国⺠⽣活や
経済への影響が依然として続いている中で、ロシアによるウクライナ侵攻等による世界情勢の変化や
円安の進⾏等の影響で原材料価格やエネルギーコスト、⽣産コスト等が⾼い⽔準で推移し、⾷品関連
事業者にとっては、厳しい年となった。

 このような状況の中で、特に、原油をはじめとするエネルギーコスト及び労務費、原材料費等の上昇
分が適切に価格転嫁されているか、さらには適正な取引が⾏われているか商習慣等についてヒアリン
グ調査を⾏い、以下の傾向を確認することができた。

 また、物流の2024年問題等を⾒据え、⾷品等流通事業者の物流への意識についてヒアリング調査を
⾏い、各流通段階でどのような課題があるか、どの程度の危機感を持っているかを確認することがで
きた。

【価格転嫁】
 原材料費の⾼騰に伴う価格転嫁については、国内で様々な商品が値上がりしていることから、このよ

うな原材料費等の⾼騰が話題となる以前と⽐べれば、取引先の理解が進んでおり⼀定程度受け⼊れら
れやすい環境になっていると回答する事業者が多かった。

 包装資材事業者においては、今まではナフサ価格が⾼騰しても⾷品製造事業者側の理解が得られず値
上げは難しかったが、現在は⽐較的⾷品製造事業者側の理解が進み、値上げが受け⼊れられやすい環
境となったと回答する事業者が多かった。

 ⼀⽅で、労務費や電気代等のエネルギーコストに関してはどの流通段階においても価格転嫁が進まず、
企業努⼒で対応していると回答する事業者が多い傾向にあった。

 また、⽣鮮⾷料品においては、市場取引だけでなく相対取引においても市場の需給に応じて価格（相
場）が決定されるため、肥料等の⽣産コストの上昇分の価格転嫁が難しい状況と回答する事業者が多
かった。

 今後も多くの⾷品が値上げされることが予想されるので、引き続き価格転嫁の状況等の実態把握を進
めるとともに、取引の適正化に取り組んでいく必要がある。

105



農林⽔産省 ⼤⾂官房 新事業・⾷品産業部 ⾷品流通課／Food Distribution Division, New Business and Food Industry Department, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

全体総括①

【商慣習】
 ⾷品業界の1/3ルールについては、未だ業界として根付いているものの、賞味期限が⽐較的⻑い商品

における1/2ルールへの緩和の動きが各⽅⾯でみられ、取引環境改善への意識が感じられた。
 1/2ルールへの変更、賞味期限の年⽉表⽰等の実現については、消費者の理解も重要であるとの意⾒

が多くあった。
 ⽇配品などのリードタイムは短く設定されることが多く、受注締切り時間の前倒しや納品⽇の後ろ倒

し等で余裕をもったリードタイムに⾒直す事業者も少なからずあった。

【物流】
 エネルギーコストの⾼騰に伴う運賃の値上げについて、荷主の理解は進みつつあるものの、交渉が難

航している物流事業者が多く、価格転嫁ができていないと回答する事業者が多かった。
 運送業界の現状を考え、パレット化を進めることで配送の効率化を図っている事業者もおり、物流業

界における喫緊の課題に対する前向きな姿勢が⾒受けられた。⼀⽅で、パレット化による積載効率の
低下や導⼊コスト⾯等がネックとなり、やむなくバラ積みを継続する事業者もあった。

 附帯作業については、契約に含めて依頼している事業者が増加傾向にある中で、これまでの慣習で無
償依頼している⼜は請け負っている事業者も多く残っていた。

 適正な物流費（運賃）については、発荷主、着荷主及び消費者の理解が重要であるとの意⾒が多く
あった。
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協⼒要請について（令和５年４⽉28⽇発出）
調査結果に基づき、農林⽔産⼤⾂名で、協⼒要請を各団体に発出しております。
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